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　情報公開制度は、町民の皆様が町の保有する情報（公文書）の公開を請求する権利を保障し、町
の機関に対して、条例上非公開と定められている場合を除き、情報を公開することを義務付ける制
度です。
　上三川町情報公開条例に基づく令和5年度(令和5年4月1日～令和6年3月31日)の請求内容等
は次のとおりです。

※公開請求は、町長部局 14件、教育委員会 1件、選挙管理委員会 1件、水道事業 5件です。

▶問い合わせ先＝総務課　行政係　　　　９１１６56☎

▶問い合わせ先＝健康福祉課　高齢者支援係　　　　９１９１56☎

令和5年度 情報公開実施状況

　令和６年５月１３日から、地域の見守りと買い物支援事業「移動スーパー」の運行スケジュールが
変更となりました。
　移動スーパーは月曜から金曜の週５日、1日８～９か所、町内を巡回しています。
　どなたでもご利用ができますので、ぜひお近くの場所でお買い物ください。
　詳しくは、町ホームページをご覧ください。

「移動スーパー」の運行スケジュールが
変更となりました！

公開請求件数

審査請求件数

決定内容

決定内容

公開

許容
棄却 却下

審査中 取下げ
全部 一部

部分公開 非公開 不存在

21

0 0 0 0 0 0 0

17 4 0 0

▶町ホームページは
　こちら
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無料塾無料塾
楽しく 学 べ る

受付 10:00～18:00

場　所：いきいきプラザ中会議室

参加申込・詳しい内容のお問い合わせ先

詳しい内容は
下のQRコードを
読み取ってみてね！

090-1055-8560（渡辺）☎
主催者:NPO法人　Dream Support -ドリームサポート-
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　令和6年度に「とちぎ結婚支援センター」の会員登録制のマッチングシステムに登録された方を
対象に、登録料の一部を補助します。

▶補助金額＝登録料10,000円のうち自己負担額の2分の1（上限5,000円1人あたり1回）
▶対象者＝令和6年4月1日以降に入会した町内に住所を有する未婚者で、申請日時点で、とちぎ結

婚支援センターに入会登録していること、町税を滞納していないこと、婚姻後に継続し
て町内に居住する意思があることが条件です。

▶申請期限＝令和７年３月３１日まで
※申請方法等は町ホームページをご覧ください。

2024.6.1

特
　
集

町
か
ら

い
き
い
き
プ
ラ
ザ

図
書
館

ス
ポ
ー
ツ
情
報

町
の
話
題

東
館
南
集
会
所

生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー

お
知
ら
せ
版

▶問い合わせ先＝子ども家庭課　母子健康係　　　　９１３２56☎

▶問い合わせ先＝子ども家庭課　母子健康係　　　　９１３２56☎

とちぎ結婚支援センター入会登録料を補助します

　町内で新婚生活を開始する39歳以下の夫婦に補助金を交付します。
▶補助金額＝最大30万円（夫婦とも29歳以下の場合は最大60万円）
▶対象経費＝町内で新婚生活をするために令和6年度中に支払った住宅購入費用・リフォーム費用・賃借費用

及び引越費用。
※貸借の場合、賃料及び共益費については3か月分まで。
※勤務先から住宅手当の支給を受けている場合は、その支給額相当分を除く。
▶申請期間＝令和6年6月1日から令和7年3月31日まで
▶対象世帯（すべてを満たす夫婦）＝
　①令和6年4月1日から令和7年3月31日までに婚姻届が受理されていること。
　②補助金の申請日において、夫婦ともに申請する住宅に住民登録があること。
　③令和5年分（令和5年1月1日から令和5年12月31日まで）の夫婦の合計所得金額が500万円未満である
　　こと。※貸与型奨学金の返済を行っている場合は所得の計算方法が異なります。
　④婚姻日の年齢が夫婦ともに39歳以下であること。
　⑤過去に国の結婚新生活支援補助金（他の地方自治体が実施するものを含む）の交付を受けたことがな
　　いこと。
　⑥町税を滞納していないこと。
　⑦暴力団員もしくは暴力団員と密接な関係がないこと。
　⑧補助金の交付を受けた日より3年以上継続して町内に居住する意思があること。
▶申請方法＝補助金の交付を受けようとする方は、令和7年3月31日までに、申請書に必要書類を添えて、

申請してください。
※令和7年3月中に、引越等を予定されている方は、事前にご相談ください。

結婚新生活支援事業補助金について
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